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１  区民の安全・安心確保 

 

（１）区民生活の安全を守る 
 
 青色回転灯装備車両による夜間パトロールの実施   4,009 万円  

 区内の犯罪発生抑止のため、視覚的に目立つ青色回転灯を装備した車両により、夜間（午後５時

から翌朝６時まで）の時間帯に区内を巡回します。 

 

 住宅用火災警報器設置助成   250 万円  

 火災から区民の生命と財産を守り、被害を最小限に食い止めるため、自宅に火災警報器を設置す

る際、１万円を上限として購入及び取付に係る費用の１／２を助成します。 

 

 防犯カメラ維持管理費補助   245 万円  

 区の助成により町会等が区民等の安全確保等を目的として設置する防犯カメラの維持管理に係る

経費について、カメラ１台につき１万５千円を上限として補助します。  

 

 公益通報者保護   150 万円  

労働者からの事業者の法令違反等に関する通報を適切に処理するとともに、公益通報者の保護

を図ります。 

 

 悪質商法被害防止   312 万円  

 悪質商法被害を未然に防止するため、漫画による悪質商法被害防止啓発冊子を作成し、区内高

等学校等への配布や、成人式や区役所窓口で配布します。 
 

 私立幼稚園安全安心支援   1,260 万円  

私立幼稚園の安全や安心に係る経費等の一部について、新たに助成します。 

 

 放置自転車対策の充実   1 億 7,252 万円  

・自転車等駐車場利用促進 （546 万円） 

白金高輪駅、田町駅東口及び仮称大門・浜松町駅自転車等駐車場の利用促進と付近への自転

車の放置防止のため、新たに「利用促進指導員」を配置します。 
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・赤坂地区自転車等置場整備 （1,217 万円） 

放置自転車が多く自転車等駐車場の整備されていない青山一丁目付近に、自転車置場・バイク

置場を新たに設置します。 

 

・高輪地区放置自転車連日撤去 （433 万円） 

高輪地区の放置自転車対策並びに自転車駐車場の有効活用と利用促進のため、白金高輪駅自

転車駐車場の一部に撤去自転車の仮集積所を設置し、放置自転車の連日の撤去活動を行いま

す。 

 

・自転車等置場及び自転車集積場整備 （1 億 3,136 万円） 

麻布十番地域の放置自転車対策として、麻布十番自転車等置場の立体化工事を行います。また、

放置自転車対策強化のため、海岸三丁目自転車集積所の立体化工事を行うとともに、港南三丁目

等に自転車集積所を新たに設置し、撤去自転車の保管台数を拡大します。 

 

・仮称大門・浜松町駅自転車等駐車場開設 （1,920 万円） 

大門駅周辺と浜松町駅周辺の放置自転車対策として、汐留交通広場地下に 250 台収容可能な

自転車等駐車場を開設します。 

 

 交通バリアフリー基本構想策定   883 万円  

 高齢者や障害者等、誰もが安全、安心、快適に移動ができるバリアフリー空間の形成を図るため、

18 年度に策定した「港区交通バリアフリー基本構想」に基づき、２つの重点整備地区について区民

や関係機関を交えた協議会を設置し、当該地区の基本構想を策定します。 

 

 子ども及び高齢者の施設への防犯用品の配備   94 万円  

 保育園、児童館及び福祉会館において、不審者の侵入から施設利用者である子ども及び高齢者

の安全を確保するため、網放出制止器具と催涙スプレーを配備します。 

 

 建築確認審査の充実   6,375 万円  

 建築基準法の改正（19 年６月施行予定）に伴い、一定の高さ以上等の建築物については、建築確

認審査の際に新たに指定機関によるピアチェック（構造計算過程の詳細についても審査を行う構造

計算適合性判定）を行います。 

 

 

（２）災害に強いまち 

 
 災対各地区本部の設置   2,985 万円  

 災害情報の収集・伝達、被害状況の調査、区民の避難誘導、避難所への派遣等を迅速に行える

ように、災害時、各地区総合支所に設置する災対各地区本部の活動に必要な物品等を購 
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入し、災害に備えます。また、災対麻布地区本部、災対赤坂地区本部、災対高輪地区本部及び災

対芝浦港南地区本部には、地震による被害を軽減させるため、港区災害対策本部に設置している

計測震度計（地震による強い揺れが始まる前に震度を推定できる機能を有する震度計）を活用し、

その震度情報を受信できるよう機能を整備します。 

 

 耐震改修促進計画策定   903 万円  

  18 年１月の耐震改修促進法改正に伴い、建築物の耐震診断や耐震改修を促進するため、区市

町村耐震改修促進計画を策定します。 

 

（参考）関連する事業 （継続事業） 

・住宅、店舗等建築物耐震診断・改修助成 （1 億 2,345 万円） 

建築物の耐震診断・耐震改修を促進するため、昭和 56 年の新耐震基準前に建築された木造住

宅の一部を対象に、無料耐震診断と耐震改修の助成を実施します。 

 

・分譲マンション建替え支援 （2,406 万円） 

空地の確保等住環境向上とバリアフリーの良質な住宅供給を行う老朽分譲マンションの建替え事

業に対して、補助金を交付します。また、建替え支援コンサルタントの派遣や劣化診断費等の助成

を行います。 

 

 災害用衛星携帯電話の導入   376 万円  

 災害時における災害対策本部と災対各地区本部との情報連絡機能を強化するため、衛星携帯電

話を導入します。  

 

 マンホールトイレの整備    2,719 万円  

 阪神淡路大震災での避難所におけるトイレの確保の問題を踏まえ、災害時の避難所となる区立

小・中学校にマンホールトイレを計画的に整備することにより、震災時のトイレ対策を推進します。  

 

 都市計画道路の整備    44 億 7,248 万円  

・都市計画道路の整備 （43 億 1,235 万円） 

 都市計画道路補助７号線の計画的な用地取得と仙台坂区間の電線共同溝設計を行います。 

 

・港南四丁目地区街区再編整備 （1 億 6,013 万円） 

港南四丁目の教育、児童福祉、コミュニティ等の関連する諸施設を効果的に配置するとともに、都

市計画道路補助 123 号線を地域の防災拠点の港南緑水公園に連携させるため、街区の整形と道

路の路線変更を行います。19 年度は、道路詳細設計、区画整理事業の認可申請、測量及び臨時

道路工事を実施します。 
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 災害対策本部運営マニュアル策定    1,237 万円  

 災害時に区が実施する災害応急対策を機能的かつ迅速に実施するため、災害対策本部の運営

及び災対各地区本部、災対各部職員等の基本的な行動についてマニュアルを整備します。 

 

 地域災害情報システムの整備    14 億 5,629 万円  

災害時の情報連絡体制を強化するとともに、区民に的確な災害情報を提供するため、18 年度に

引続き地域災害情報システムを整備します。 

 

 公園の整備   28 億 9,066 万円  

・都市計画公園三田台公園整備 （5,584 万円） 

 都市計画公園三田台公園内の区立亀塚公園について、用地購入した部分の最終整備工事を実

施し、避難路の確保や防災施設の充実など、防災公園として整備します。 

 

・都市計画公園港南公園整備 （28 億 3,094 万円） 

 17 年度に暫定整備している都市計画公園港南公園（区立港南緑水公園）の本格整備に向けて、

ワークショップ形式による計画案づくりと基本設計を実施します。また、引続き国からの用地取得を行

います。 

 

・都市計画公園南桜公園整備 （388 万円） 

 都市計画公園南桜公園の拡張工事に向け、旧桜小学校等の建物解体実施設計と公園施設（建

築物）の一部について基本設計を実施します。 

 

 橋りょうの整備   2 億 719 万円  

・橋りょうの整備 （1 億 9,102 万円） 

 震災時の橋りょう破損等を最小限に止め、避難や救援、復旧活動のための通行を確保するため、

芝二・四歩道橋、新浜橋、小山橋の補強工事の設計を行います。また、楽水橋について詳細設計

及び補強工事を実施します。 

 

・夕凪橋耐震補強 （1,617 万円） 

 架替工事着工までの耐久化を図るための補強工事の実施設計と本格架替の既設護岸耐震化の

詳細設計を実施します。また、橋台敷きの不適正使用の調査を行います。 

 

 細街路の整備検討   154 万円  

 区民の日常生活の利便性の向上や防災上の観点から、４ｍ未満の区道等を４ｍに拡幅整備する

ための基本方針を策定するとともに 20 年度の実施に向け整備の基準、支援内容を定めます。 
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 雨水浸透による都市型水害対策の推進   9,435 万円  

 台風や雷雨などの集中豪雨による都市型水害を抑制するため、車道舗装及び道路排水施設等の

雨水浸透施設を維持管理及び整備工事を実施します。 

 

 電線類の地中化の推進   9 億 6,681 万円  

 防災機能の向上や安全な歩行空間の確保、都市景観の改善を図るため、電線類の地中化を推進

します。浜松町二丁目・芝五丁目で面的整備、六本木六丁目(芋洗坂)、六本木七丁目（星条旗通

り）の整備に加え、新たに港南三丁目で面的な電線類地中化整備の予備設計を実施します。 

 

 

（３）区有施設の安全確保 

 
 区有施設安全管理講習会      300 万円  

【 安全安心施設対策基金充当事業 】 

区有施設の管理運営に携わる職員を中心にすべての職員を対象とした、系統的な安全確保・危

険回避等の研修・講習を実施し、施設の安全管理に関する知識の習得と意識改革を図ります。 

 

 安全安心施設対策基金の創設   30 億円  

シティハイツ竹芝において発生したエレベーター事故の原因の究明及び再発防止を図るとともに、

将来ある尊い命が失われた事故を風化させることなく、すべての区有施設における区民・利用者の

安全・安心を確保するための取組みを緊急かつ重点的に推進するため、基金を創設します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

基金 

３0 億円 

基金充当の視点 

① シティハイツ竹芝エレベーター事故の原因究明及び類
似事故の再発防止の取組み 

② 区有施設の安全安心確保対策をより充実させるための
緊急又は臨時的な取組み 

③ 区有施設の管理運営に携わる職員を中心にすべての職
員を対象とした、安全確保・危険回避等の研修、講習等
による意識改革、人材育成の取組み 

④ 区民向け住宅の入居者等が入居者自身で実施する、安
全安心確保に向けた避難マニュアルの作成等の自主的
な活動の支援 



 ‐21‐ 

 

 シティハイツ竹芝エレベーター事故調査   2 億円  

【 安全安心施設対策基金充当事業 】 

シティハイツ竹芝において発生したエレベーター事故を調査し、事故原因を究明するとともに、区

民・利用者がすべての区有施設を安心して利用できるよう再発防止に取り組みます。 

 

 区有施設の緊急安全点検に基づく補修等（第２期）   2 億 3,934 万円  

【 安全安心施設対策基金充当事業 】 

シティハイツ竹芝において発生したエレベーター事故を受け、18 年度に事故再発防止に向けた

区有施設の緊急安全点検を実施しました。即時対応を基本に補修等を行いましたが、設計等の必

要があることから 18 年度中に対応できなかったものについて、補修等を行います。 

 

 区有施設アスベスト対策                     7,550 万円  

【 安全安心施設対策基金充当事業 】 

区有施設の「天井裏や建材に封じ込められているアスベスト調査」について、国の基準の改正に

より 18～20 年度の３年間で実施する予定でしたが、18 年度実施した残りの全施設について、19 年

度中に緊急・前倒しで実施します。 

 

 学校・幼稚園等の耐震補強                         1 億 331 万円  

芝小学校、赤坂中学校、三光幼稚園の耐震補強工事を行います。 

 

 防火シャッター安全装置設置   2 億 2,718 万円  

【 安全安心施設対策基金充当事業 】 

防火シャッターの設置関連法令の改正に伴い、安全装置の設置が義務付けられました。既存施

設については適用外ですが、シティハイツ竹芝エレベーター事故を教訓に、既存区有施設の防火

シャッターに安全装置を緊急に設置し、区民及び利用者の安全性の向上を図ります。 
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２  都心区ならではの地域の魅力を発揮する施策の展開 

（１）区民とともに築き上げる地域の魅力 

 
 各地区総合支所 独自事業   9,755 万円  

  

【芝地区総合支所】 （1,965 万円） 

 

・芝地区魅力発掘 （617 万円） 

 芝地区の歴史や言い伝えなどを次世代に伝えていくために、高齢者・団塊世代等を「語り部」とし

て養成するとともに、管内の貴重な資料等をインターネット上で発信します。 

 

 ・芝地区やさしいまちなか （397 万円） 

 みなとタバコルールでの清掃活動など町の環境を自分達で守ろうという活動を一層促進するため、

地域や会社の前などをボランティアで清掃する活動を支援します。 

 

・芝地区防災マップ作成 （952 万円） 

 芝管内の帰宅困難者対策として、防災マップ作成希望者の職場から自宅までの帰宅道路図を作

成し、配布します。 

 

 

【麻布地区総合支所】 （1,834 万円） 

 
・麻布地区コミュニティ形成事業 （275 万円） 

地域の課題解決のため、町会をはじめとする地域の活動団体への支援及び「麻布を語る会」にお

ける区民等の自主的な活動を支援します。 

 

・麻布地区安全安心啓発事業 （400 万円） 

 安全・安心啓発事業として、商店街、町会等と協働して、大道芸人によるステージイベント、街頭キ

ャンペーン、防犯講座・相談所等のイベントを開催します。  

 

・麻布地区ミュージックフェステバル （292 万円） 

 麻布地区の各施設（福祉会館、保育園及び児童館）、学校、区民の音楽活動団体等が協働して、

音楽会を企画及び運営します。あわせて、施設利用者の作品展示会を開催します。 
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・麻布地区ねずみ防除啓発 （258 万円） 

商店会、町内会等を対象に、ねずみ防除についての学習会等を開催するとともに、参加者への

啓発用品の配布や、小冊子を作成します。 

 

 ・麻布地区アジサイ植樹事業 （609 万円） 

 区の花アジサイの名所をつくり地域の方々が集うコミュニティの核となる場とするため、一の橋公園、

狸穴公園等にアジサイを植樹します。 

 

 

【赤坂地区総合支所】 （2,000 万円） 

 

・赤坂地区氷川山車復興支援 （640 万円） 

【 文化芸術振興基金充当事業 】 

 江戸時代に製作され、明治、大正時代まで巡行されていた赤坂氷川山車の復興を支援し、地域

の一体化・コミュニティの活性化を図ります。 

 

・赤坂地区文化・芸術のまちづくり （500 万円） 

地元商店街・町会等の振興のため、地元放送局やメディア関連企業等の協力を得て、地域が一

体となり「赤坂地区文化・芸術のまちづくり（メディアアート展）」を実施します。 

 

・赤坂地区水害対策・検討 （560 万円） 

 赤坂地区の水害発生地域の個別の原因調査と改善計画を、当該地域のヒアリングをもとに策定し

ます。あわせて、当該地域の町会、個人等に新型土嚢を配布し、その効果を検証します。 

 

 ・赤坂地区魅力ある公園づくり （300 万円） 

 公園利用者等によりワークショップを組織し、安全・安心に配慮した魅力ある公園づくりを検討しま

す。あわせて、公園の維持管理や運営にかかる区民協働の仕組みを検討します。 

 

 

【高輪地区総合支所】 （1,957 万円） 

 

・高輪地区施設間交流 （308 万円） 

地区管内の各施設が連携して、地域内の交流を深めるための事業を実施し、新たなコミュニティ

意識の醸成や活動の機会の充実を図ります。 
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・高輪地区えむえる区民意向調査 （566 万円） 

メーリングリスト（えむえる）を整備し、電子メールで様々な区民意識調査等を行い、区民の意向を

生かした素早い施策立案を推進します。 

 

 ・高輪地区安全安心地図型掲示板 （1,083 万円） 

位置確認機能付携帯電話・パソコン等を活用し、インターネットの地図上に書き込んだ安全・安心

に係る様々な情報を区民と共有し、地域の課題をともに考えていきます。 

 

 

【芝浦港南地区総合支所】 （1,999 万円） 

 

・芝浦港南地区運河・水辺の魅力アップ （558 万円） 

芝浦港南地区の財産である運河や水辺にこれまで以上に親しむ各種事業を実施することにより、

地区の魅力をさらに向上させます。 

 

・芝浦港南地区ベイエリア地域対抗ボートレース大会 （145 万円） 

人口急増地域の芝浦港南地区において、地域のつながりや住民相互の交流を深めるとともに地

区の財産である運河を親しんでいただくための契機として、地域対抗・年代対抗等のボートレース大

会を実施します。 

 

・芝浦港南地区歴史探訪 （446 万円） 

芝浦港南地区の海岸線や埋め立ての歴史や町の様子などを再現する模型づくりに区民参画で

取り組むことにより、地区への愛着を深め、地区の歴史を伝えていきます。 

 

・芝浦港南地区地域の課題解決のための検討 （550 万円） 

地域住民の視点で捉えた地域の身近な課題について、地域住民と総合支所職員が連携して課

題解決のための検討を行います。 

 

 ・芝浦港南地区運河沿緑地整備 （300 万円） 

芝浦港南地区の特色である運河や水辺により親しめるように、緑地への誘導を積極的に図るため、

アプローチの入口を整備するとともに、緑地内の手すりを活用した植栽をすることで魅力ある環境づ

くりに取り組みます。 

 

 芝地区地域ふれあい事業   571 万円  

芝地区の地域の人々のふれあいの場と機会を提供するとともに、地域の人材や組織の力が発揮

できる事業を実施します。 
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 青山通り沿道の街づくり   984 万円  

 青山通り沿道（青山一丁目～表参道）の地域特性に配慮した、個性的で、魅力的な美しい街並み

の保全・形成を図るため、地区計画の策定を目指し地域の方々とともに地区計画の基本方針を検討

します。 

 
 各地区総合支所まちづくり相談・まちづくりコンサルタント派遣   1,980 万円  

 区民発意による、地域に根ざした住みよいまちづくりを進めるため、まちづくりに関する専門家を派

遣します。 

そのほか芝地区では、環状二号線の新橋・虎ノ門周辺地域のまちづくりを支援します。 

麻布地区では、密集住宅市街地のまちづくり検討資料を作成します。 

赤坂地区では、青山通りのまちづくりのため駐輪場等整備現況調査を行うとともに、赤坂通りのま

ちづくりのため現況調査を行い地域の方々と組織するまちづくり委員会を支援します。 

高輪地区では、白金一丁目のまちづくりのためまちづくり基礎調査を行い地域の方々の組織する

まちづくり委員会を支援します。 

 
 各地区基本計画推進事業   2,724 万円  

各地区で区民参画の取組みを継続・発展させて、次期基本計画策定に向けた地区ごとの検討等

に取り組んでいきます。 

 

 

（２）都心区ならではの環境対策 

 

 みなと区民の森づくり   1 億 9,024 万円  

 都心区では確保できない森林を、あきる野市から約20haを借り受け、「みなと区民の森」として区民、

事業者及び区が協働して整備し、二酸化炭素を森林が吸収することにより削減します。また、整備

する過程で、間伐、下草刈り、生物観察などの環境学習を行うとともに、間伐材を利用して小物を製

作し、ボランティアに参加した区民等に配布します。 

 

 森と里山、水辺と運河をつなぐネットワークづくり   1,106 万円  

 多摩地区との環境に関する自治体間交流や、区民・市民レベルの環境保全活動及び自然保護活

動の相互交流を通じ、森と里山、水辺と運河をつなぐネットワークづくりを進めます。 
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 一般廃棄物処理基本計画策定   945 万円  

 区の一般廃棄物の処理の基本方針を定めた「港区一般廃棄物処理基本計画（みなとクリーンアッ

プ２１）」を改訂します。 

 

 プラスチック資源回収   1 億 3,326 万円  

 廃棄物の減量及び再資源化を推進し、区民がよりわかりやすく、協力しやすいリサイクルを行うた

め、23 区で初めて、容器包装プラスチックだけでなく、すべてのプラスチックを集積所から資源として

回収します。 

 

 エコプラザ本格施設開設   9,091 万円  

 環境保全の普及啓発、環境情報の提供、環境学習等を目的とした区の環境総合拠点として、浜

松町一丁目の旧神明小学校跡地に、20 年度に新エコプラザを開設します。なお、建物の資材として、

「みなと区民の森づくり」で間伐された木を利用するとともに、自然採光を重視したエントランスなど、

環境に配慮した仕様とします。 

 

 港区役所本庁舎屋上・壁面緑化   3,466 万円  

 区におけるヒートアイランド対策の一環として、区役所本庁舎屋上・壁面緑化を行います。 

 

 環境影響評価   2,108 万円  

 環境アセスメント制度の実効性を高め、安全・安心な地域の実現を図るため、ビル風による風環境

の問題及び対策について検討します。 
 
 

（３）都心区にふさわしい元気な地域経済活動の支援 

 

 一般就労支援   249 万円  

 労働法で定められた基本ルールを周知し労働問題を未然に防止するため、ポケット労働法を配布

します。また、区内中小企業の人材確保と若者の就労を支援するため、ハローワーク品川と協力し

合同就職面接会を開催します。 
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 知的財産活用支援   185 万円  

 区内中小企業の知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）の活用を支援するため、セ

ミナーを開催するとともに、知的財産権を取得する際、特許権については 25 万円、実用新案権等に

ついては 15 万円を限度として費用の１／２を補助します。 

 

 商店街の新たな魅力づくり事業   1,050 万円  

 18 年度に実施した、商店街と大使館・地方都市との協働事業調査結果に基づき、区内５地域で協

働モデル事業を実施します。 

 

 国内外への観光情報提供   428 万円  

 区内の観光振興を図るため、区内の観光地や観光情報を編集したＤＶＤを作成し、ホテル等宿泊

施設や観光施設、大使館などに配布し、ロビー放映や館内放映に協力いただくことにより区内観光

情報を観光客等に提供します。 
 

 老舗・お薦めの店１００選   400 万円  

 区内の老舗・お薦めの店を、区民等の意見を取り入れながら港区観光協会が港区商店街連合会

と協力して選定し、観光客等に紹介する事業を支援します。 
 

 ＩＳＯ・プライバシーマーク取得支援   500 万円  

 18 年度から行っているＩＳＯ取得経費補助に加え、区内中小企業が新たにプライバシーマークを

取得する際、50 万円を限度として費用の１／２を補助します。 

 ※ ＩＳＯとは、国際標準化機構（International Organization for Standardization）が定める国際標準規格のことです。港

区では、環境マネジメントシステム（ISO14001：製品・サービス等について、環境に与える負荷を継続的に低減・防止

していくための仕組み）と品質マネジメントシステム（ISO9001：事業者が、顧客の求める品質・サービスを提供していく

ために継続的に改善していく仕組み）の認証に要する費用の一部を補助しています。 

 ※ プライバシーマークとは、ＪＩＳ規格（日本工業規格）に基づき、個人情報保護法や関連法案にも適合する個人情報の

取扱いをしている事業者を認定する制度です。 

 

 地域商店街助成   1,465 万円  

 これまで実施してきた港区商店街連合会の統一商業まつりへの支援に加え、商店街エリアを含む

地域別のまち歩きマップを 19・20 年度で作成し、商店街加盟店舗や区の施設等で無償配布しま

す。 
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 商店街変身戦略プログラム   2 億 5,355 万円  

 地域コミュニティの核として期待される商店街に対し、複数年度にわたる集中的・包括的な支援を

行うことにより、商店街と地域との結束力を高め、商店街独自のアイデアや独自の地域資源を発掘

するとともに、個性的・魅力的な商店街への変身を促進します。 

 

 

（４）都心区の魅力と伝統に富んだ文化芸術が身近にあるまち 

 港区文化芸術活動助成   2,072 万円  

【 文化芸術振興基金充当事業 】 

 区内で実施される区の特性を生かした文化芸術活動に対して、その担い手を支援するとともに、

区民が文化・芸術を鑑賞し、参加する機会を増やすため、文化関係者及び学識経験者で構成する

審査会による審査を行い、活動費を助成します。 
 

 子どもふれあいアート   296 万円  

【 文化芸術振興基金充当事業 】 

 子どもたちに様々な文化・芸術の機会を提供し、創造性及び感性を養うため、保育園、幼稚園等

を対象に、音楽、ダンス、美術等の専門家を派遣します。 
 

 学生音楽フェスティバル   745 万円  

【 文化芸術振興基金充当事業 】 

 区内の高校、大学、専門学校等の吹奏楽団や音楽サークルなどで活動している若者を対象として、

プロの指導のもと、演奏会を開催し、出演団体同士の交流と技術の向上を目指します。 
 

 みなとギャラリー   1,344 万円  

【 文化芸術振興基金充当事業 】 

  区内の美術館やギャラリーのネットワークによる区の特性を生かしたアート事業に対し助成し、区

民が優れた文化・芸術に触れる機会を増やします。 
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 文化芸術振興基金の創設   20 億円  

 区民が、文化・芸術に親しみ、新しい文化を創造するための環境の醸成を図る観点から、様々な

文化芸術活動を支援するための助成を行うとともに、必要な文化芸術振興事業に充てるため、基金

を創設します。 

 

 ＩＴ図書館の実現   2 億 8,731 万円  

「ＩＣタグ」を導入することにより、利用者の利便性の向上を図ると同時に、不明資料の抑止や業務

処理の効率化を目指します。また、セキュリティの強化や情報漏洩防止等のシステム強化を行いま

す。 

＊ 「ＩＣタグ」とは、情報を記録しておく小さなＩＣチップ（半導体集積回路）と無線通信用アンテナを組み合わせた小型

装置で、遠隔からＩＣタグ内の情報を読み取ることができます。 

 

 新郷土資料館設置   3,583 万円  

新郷土資料館の設置に向けて、施設及び管理運営についての調査・研究や展示資料の購入、

複製品の製作等を行います。 
 

 港区文化ネットワーク   1,167 万円  

 区内の文化活動主体（個人、企業、ＮＰＯ、文化施設など）の出会い、交流、連携等を目指す文化

ネットワークを構築するとともに、区役所本庁舎１階で開催するロビーコンサートを定期的に開催し、

充実を図ります。 
 

 まち探訪事業   4,632 万円  

【 文化芸術振興基金充当事業 】 

 旧町名、歴史及び文化の継承のため、19 年度から３か年にわたって道路等に旧町名の由来等を

紹介する「旧町名由来板」を設置します。 

 

 

 

 

基金 

 

20 億円 

基金充当の視点 

①区の特性を生かした多様で良質な文化芸術活動の支援 

②文化芸術の担い手の育成 

③子ども、高齢者等が文化・芸術を鑑賞・体験できる取組み 

④伝統文化・地域文化の保存・継承・発展 
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３  区民の誰もが健やかに暮らせるまち 

（１）安心できる「子育て」と「子育ち」環境の整備 

 

 特定不妊治療費助成   1,233 万円  

  子どもを望んでいるにもかかわらず、不妊に悩む夫婦に対し、保険適用外の高額治療費の一部

（上限額：30 万円）を助成します。 

 

 地域在宅子育て支援制度   116 万円  

 23 区で初めて、妊娠時から地域の保育園に登録を行い、出産前からかかりつけ園として気軽に相

談したり、保育園見学や育児体験を通して、孤立せずに子育てができる制度を創設します。 

 

 仮称芝五丁目子育て支援施設整備   715 万円  

  19 年３月に廃止予定の芝児童館を活用し、子育てをする家庭へ多様な支援を行うため、新たな

子育て支援施設の整備に向けた運営事業者の選定を行うとともに、事業計画を策定します。 

 

 芝地区子ども中高生プラザ等建設   2,045 万円  

  浜松町一丁目の旧神明小学校第２グラウンド跡地に芝地区の子ども中高生プラザと保育園、健

康福祉館等の複合施設を建設するため、基本構想、基本計画を策定します。 

 

 グッドトイ・みなと   1,350 万円  

  木のぬくもり、温かさ、優しさにふれあうことができる環境をつくるため、木製遊具を保育園及び児

童館に整備するとともに、「みなと区民の森づくり」で間伐された木を利用した遊具の導入に向けた

検討を行います。 

 

 待機児童解消特別事業   1 億 4,703 万円  

  区立保育園の改築や改修などにより拡大された定員を上回る待機児童を緊急・暫定的に受け入

れるため、旧飯倉小学校を整備し、約 40 名を予定定員とする乳幼児の預かり事業を行います。 

（19 年度の区立保育園等の定員拡大数） 

     ・ 区立保育園 85 名   ・ 私立保育園 60 名 

・ 認証保育所 89 名    ・ 芝浦アイランドこども園 135 名 
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 子育て支援ニーズ調査   335 万円  

  児童の放課後の居場所づくりや在宅子育て家庭等の子育て支援に関する区民のニーズ調査を

行います。 

 

 新港南子ども中高生プラザ建設   4,621 万円  

  港南四丁目用地の整備計画に基づき、新港南子ども中高生プラザを建設するため、基本構想を

策定するとともに、学童クラブ分室の仮施設を建設します。 

 

 高輪地区子ども中高生プラザ建設   2 億 3,165 万円  

  高輪一丁目用地に乳幼児から中高生までの幅広いニーズに対応した児童施設として子ども中高

生プラザを建設するため、基本計画及び基本設計等を行います。 

 

 病児・病後児保育   1 億 1,354 万円  

  病中又は病気の回復期にあり集団保育が受けられない区内保育園・認証保育所に在園している

乳幼児等を一時的に預かる病後児保育室を南青山保育園に新たに併設し、開設します。 

 

 放課後児童育成事業   2 億 1,067 万円  

  青南・笄・本村小学校の３校で新たに実施し、合計 10 校に拡大します。 

 

 

（２）子どもたちが輝く教育環境の整備 
 

 港区教育推進月間   300 万円  

 港区教育推進月間を設定し、いじめ対策フォーラムや児童・生徒の学力向上につながる事業を実

施します。また、「教育の港区」を積極的にＰＲし、区民の教育への関心をさらに深めてもらいます。 

 

 魅力ある校舎・園舎等の整備   35 億 1,850 万円  

芝浦小学校・幼稚園、港南小学校・幼稚園、三田中学校、高陵中学校、白金台幼稚園等の改築

を推進します。改築にあたっては、自然環境に配慮し、安全で安心な施設にするとともに、多様な学

習環境を備える魅力のある学校を整備します。 

 

 小中学校学校図書館の充実   1 億 3,700 万円  

子どもの国語力の育成、向上を図るため図書の買替えのほか、パソコンによる蔵書管理システム

の導入と書架の更新など学校図書館を充実します。 
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 区立幼稚園及び保育園等の絵本の充実   326 万円  

感性豊かな子どもを育成し、国語力を向上させるため、乳幼児期からの読み聞かせなどの体験を

通した読書の習慣を身につけられるよう区立幼稚園、保育園及び児童館の絵本等の図書を充実し

ます。 

 

 奨学資金貸付   6,945 万円  

奨学資金の貸付額を、私立高校生は月額３万円から３万５千円に、国・公立高校生は月額１万４

千円から１万８千円にそれぞれ引き上げます。    

 

 学習活動支援保護者負担軽減事業   8,728 万円  

区立小中学校に在籍する児童・生徒の保護者負担軽減を図ります。小学校移動教室及び夏季

学園の入館料並びに演劇や音楽等の鑑賞教室費用の一部を新たに助成します。 

 

 学力向上事業   2 億 231 万円  

個に応じたきめ細かな指導により、基礎的基本的な内容の確実な定着を図るため、小学校及び

中学校に配置している少人数指導講師の配置週数を年 35 週から 42 週へ拡大します。        

 

 土曜特別講座   6,581 万円  

土曜日に特別講座を実施し、個に応じたきめ細やかな指導を行なうことにより、基礎・基本の定着

及び学力の向上を図ります。新たに、小学校５年生を対象とした「科学教室」、「作文教室」を実施し

ます。 

 

 特別支援教育の推進   6,291 万円  

特別な教育的支援を必要とするＬＤ（学習障害）、ＡＤＨＤ(注意欠陥/多動性障害）、高機能自閉

症等の幼稚園児の対応について、教員や保護者に指導助言する臨床心理士による相談を新たに

年 12 回実施します。 

 

 国際人育成事業   2 億 1,779 万円  

教育特区構想に基づき、小学校で週２時間英語教育を実施する「国際科」を、８校から小学校全

校の 19 校に拡大します。また、外国の自然や文化・社会に触れるなどの体験を通して、国際理解や

国際感覚の基礎を培い、国際コミュニケーション能力を育成することを目的に、区立小中学生を海

外に派遣します。 
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（３）潤いと豊かさに囲まれる高齢者や障害者等の環境の整備 
 

 大学連携チャレンジ   232 万円  

地域の大学と区が連携して、知的障害者等の就労体験や身近な法律相談・法律に関する講演会

など、大学の人材や資源を生かした事業を実施し、地域コミュニティの活性化を図ります。 

 

 港区高齢者大学（チャレンジコミュニティ大学）   2,157 万円  

 元気高齢者の生きがい支援並びに地域の活性化や地域コミュニティの育成に積極的に活躍する

地域活動のリーダーを養成するため、チャレンジコミュニティ大学を明治学院大学と連携し開設しま

す。 

 

 高齢者孤独死対策事業   171 万円  

 高齢者の孤独死を未然に防ぐため、孤独死対策について、シンポジウムや連絡協議会を開催し、

区民とともに考え検討していきます。 

 

 障害者インターンシップ事業   753 万円  

就業体験の場が少ない知的障害者及び精神障害者に対して、区役所業務の中で就業体験の機

会を提供します。当該障害者に適した業務内容・就業のあり方等を探り、障害者の職域の拡大を図

るとともに、授産施設等への業務委託の可能性を検証します。 

 

 特別養護老人ホーム白金の森改修   1 億 4,546 万円  

 老朽化した特別養護老人ホーム白金の森の改修工事を実施します。 

 

 高輪福祉会館等改築   1 億 2,579 万円  

 老朽化した高輪福祉会館・保育園・児童館を改築するため、基本設計、実施設計を実施します。 
 

 団塊の世代等に関する計画策定   1,148 万円  

 18 年度に実施した「団塊の世代等意識調査」の結果を基に、団塊の世代や今後の元気高齢者が

知識や経験を活かしながら地域で活躍できるよう団塊の世代等に関する計画を策定します。 
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 仮称南麻布四丁目高齢者保健福祉施設整備   3 億 3,081 万円  

 特別養護老人ホームの入所待機者の解消を目指し、南麻布四丁目に特別養護老人ホーム等の

高齢者保健福祉施設を整備する事業者に対し建設費を補助します。 
 

 高齢者・知的障害者（児）徘徊探索支援   449 万円  

 認知症による徘徊行動のある高齢者・知的障害者（児）が所在不明となった時にその所在を早期

に確認し事故を未然に防ぐため、位置検索専用端末機を活用した探索サービスを充実します。 
 

 高齢者・障害者（児）紙おむつ給付   1 億 4,295 万円  

 高齢者（要支援以上）・障害者（児）の経済的負担を軽減するため、紙おむつの支給枚数を増やし

ます。また、区の支給する紙おむつを使用できない医療機関に入院している人には、おむつ代の助

成を増額します。 

 

 高齢者・障害者（児）無料入浴券給付   9,582 万円  

 70 歳以上の高齢者・障害者（児）及び原爆被爆者の健康増進、閉じこもり予防、地域とのふれあい

を促進するため、無料入浴券の支給対象者を自家風呂のある方まで拡大します。 

 

 高齢者虐待防止・養護者支援事業   434 万円  

 高齢者への虐待を防止するため、地域連絡協議会や虐待対応支援会議を開催するとともに、家

族支援の充実を図ります。 
 

 高齢者緊急通報システム   1,985 万円  

 65 歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみ世帯の居宅内に緊急通報システムを設置し、高齢者が

急病等の緊急事態に陥ったとき、無線発信器を押すこと等により事業者（警備会社）に通報され、確

認・救助を行います。（対象者の要件を拡大し、常時見守りを必要としない人も対象とします。） 

 

 コミュニティバス福祉事業   3,156 万円  

 高齢者、障害者等の社会参加を促し福祉の向上を図るため、「港区コミュニティバス乗車券」の対

象者を、妊産婦・難病認定患者・70 歳以上のシルバーパス不所持者で希望する方にも拡大します。 
 

 知的障害者等グループホーム支援   2,556 万円  

知的障害者グループホームを運営する社会福祉法人に対し、算定基準の改定等により、グルー

プホームの家賃、社会活動訓練費等の運営費助成を拡大します。 
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（４）区民の心と身体の健康づくり 
 
 緩和ケア対策   352 万円  

 区民が、住み慣れた地域で緩和ケアを受けられるようにするため、仮称緩和ケア支援センターの

整備等に向けた調査・検討を行います。 
 

 屋外型スポーツ施設整備   2 億 42 万円  

海岸三丁目の芝浦南ふ頭公園内に、少年野球や少年サッカー等多目的に使用できるグラウンド

を整備します。 
 

 総合型地域スポーツクラブ設立   378 万円  

多世代の区民が年齢や健康状態に応じたスポーツ活動を継続して行えることを目的とした総合型

地域スポーツクラブを六本木地域に設立します。 
 

 エイズ・性感染症等予防事業   1,416 万円  

現在みなと保健所で月２回行っているエイズ・性感染症検査に加え、新たに土曜日や夜間など検

査時間枠を拡大するため、区内医療機関でエイズ検査を実施するとともに普及啓発を充実します。 

 

 高齢者インフルエンザ予防接種事業   9,949 万円  

 高齢者のインフルエンザの感染を予防するため、現在 2,200 円となっている高齢者のインフルエン

ザ予防接種の自己負担額を 23 区で初めて無料とします。 
 

 健康みなと２１推進事業   1,753 万円  

健康みなと２１に基づく健康づくり活動を推進するため、ホームページを充実し、健康情報の受

信・発信機能を強化するとともに、地域の健康資源を活用したウォーキングイベント等を行います。 
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